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はじめに 

 

建築基準法施行令第３９条第１項においては、「･･･内装材･･･その他これらに類する建築物の部分･･･

は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない」と規定され

ており、天井についても脱落対策を講じることが求められていたが、これを担保する詳細な基準は示さ

れていなかった。 

 

平成１３年の芸予地震における体育館等の大空間建築物における天井落下、平成１５年の十勝沖地震

における空港ターミナルビル等の天井の崩落、平成１７年の宮城県沖の地震時におけるスポーツ施設の

天井の落下など、過去、数次の地震において天井の脱落の被害が報告されたことを踏まえ、これまで国

土交通省において、振れ止めの設置、クリアランスの確保等についての技術的助言の発出などにより、

大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策が進められてきたところであるが、平成２３年３月１１日に

発生した東日本大震災及びその余震時においては、体育館、大規模ホール等の多数の建築物において天

井が脱落し、かつてない規模で甚大な人的・物的被害が発生した。 

 

    

写真1.1 体育館（在来工法の天井）の被害     写真1.2 体育館（システム天井）の被害 

 

    

   写真1.3 大規模ホールの被害           写真1.4 空港ロビーの被害 

東日本大震災における天井の被害 

 

これらの被害に鑑み、平成２３年度建築基準整備促進事業（国土交通省）により、一般社団法人建築

性能基準推進協会が、これまで天井落下に関して実大振動実験の実施などの研究実績を有する独立行政

（坂本功氏提供） 
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法人建築研究所との共同研究として「地震による天井脱落対策に関する検討委員会（委員長：坂本功 東

京大学名誉教授）」を設置して行った調査研究等を踏まえ、国土技術政策総合研究所に設置した建築構造

基準委員会（委員長：久保哲夫 東京大学名誉教授）における技術的検討に基づき、平成２４年７月に

「建築物における天井脱落対策試案」がとりまとめられた。 

 

この試案について同年７月３１日から９月１９日まで意見募集（パブリックコメント）が実施され、

寄せられた意見や平成２４年度建築基準整備促進事業による調査研究を踏まえ、国土技術政策総合研究

所が（独）建築研究所の技術的支援を得て追加の技術的検討を行い、平成２５年２月に建築基準法施行

令及び関連省令の改正案並びに関連告示の制定・改正案が作成された。 

 

さらに、この政省令・告示案について同年２月２８日から３月２９日まで再度の意見募集（パブリッ

クコメント）が実施され、寄せられた意見等を踏まえた最終的な検討を経て、同年７月１２日に建築基

準法施行令の一部を改正する政令（平成２５年政令第２１７号）及び建築基準法施行規則及び建築基準

法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令（平成２５年国土交通省令第６１号）

が公布され、同年８月５日に天井脱落対策に係る一連の技術基準告示が公布された（施行日は平成２６

年４月１日）。これにより、建築基準法施行令第３９条に第３項が新設され、大臣が指定する「特定天井」

について、同項の規定に基づき大臣が定める技術基準に従って脱落防止対策を講ずべきことが定められ

るとともに、時刻歴応答計算等の構造計算の基準に天井の脱落防止の計算を追加する等の改正が行われ

た。 

これら天井脱落対策に係る建築基準法施行令及び同施行規則の関係条項並びに関係技術基準告示は、

以下のとおりである。 

＜建築基準法施行令＞ 

第３６条第１項、第３９条第３項及び第４項、第８１条第１項、第８２条の５、第１３７条の２ 

＜建築基準法施行規則＞ 

第１条の３、第３条の２、第二号様式、第十九号様式、第二十六号様式 

＜関係技術基準告示＞ 

告示名（告示番号） 関係根拠規定 

特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件（平

成２５年国土交通省告示第７７１号） 

令第３９条第３項 

超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基

準を定める件（平成１２年建設省告示第１４６１号） 

令第８１条第１項第四

号 

損傷限界変位、Ｔｄ、Ｂｄｉ、層間変位、安全限界変位、Ｔｓ、Ｂ

ｓｉ、Ｆｈ及びＧｓを計算する方法並びに屋根ふき材等及び外壁等

の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件

（平成１２年建設省告示第１４５７号） 

令第８２条の５第七号 

免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等

の件（平成１２年建設省告示第２００９号） 

令第８１条第２項第一

号ロ 

プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構

造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（昭和５８

年建設省告示第１３２０号） 

令第８１条第２項第一

号ロ 

エネルギーの釣合いに基づく耐震計算等の構造計算を定める件（平

成１７年国土交通省告示第６３１号） 

令第８１条第２項第一

号ロ 
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建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に

面する帳壁の脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレー

ターの脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建

築物の基礎の補強に関する基準を定める件（平成１７年国土交通省

告示第５６６号） 

令第１３７条の２第一

号ハ、第二号ロ及び第

三号イ 

建築基準法施行令第３６条の２第五号の国土交通大臣が指定する建

築物を定める件（平成１９年国土交通省告示第５９３号） 

令第３６条の２第五号 

確認審査等に関する指針（平成１９年国土交通省告示第８３５号） 法第１８条の３第１項 

 

本解説は、建築物における天井脱落対策に係る設計や審査の実務において参考となるよう、政令・省

令・告示に定められた各規定の解釈や技術上の留意事項をとりまとめたものであり、政省令・告示案に

対する意見募集の結果（寄せられた意見の概要及びそれに対する考え方）の中で示されている技術解説

書に対応するものである。 

 

第Ⅰ編においては、建築物における天井脱落対策に係る技術基準を逐条的に解説しており、また、第

Ⅱ編においては、当該技術基準に関連する参考資料として、「天井及びその部材・接合部の耐力・剛性の

設定方法」を掲載している。 


